
 大和市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２７日 

大和市長 古谷田  力   

 

大和市条例第２０号 

   大和市職員定数条例の一部を改正する条例 

大和市職員定数条例（昭和２７年大和町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「臨時的に任用される者（」を削り、「（昭和２５年法律第２６１号）第２８

条の４第１項及び第２８条の６第１項に規定する常時勤務を要する職に採用される職員

を除く。）」を「第２２条の３第４項の規定により臨時的に任用される者」に改める。 

別表定数の欄中「２３１」を「２６２」に、「１，９７１」を「２，００２」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公布の日

から施行する。 


